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第１部 新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針

●第１章 はじめに

１ 総論

近年、開発途上国等における都市化や人口密度の増加、未知のウイルス等の宿主とな

っている野生動物との接触機会の拡大が進んでおり、未知の感染症の出現の危険性が増

大しています。さらに、グローバル化による各国との往来が飛躍的に拡大しており、令

和２年から大流行を引き起こした新型コロナウイルス感染症のように、未知の感染症が

発生した場合には瞬く間に世界中に拡散し、大流行（パンデミック）となる可能性が高

く、そうなると月形町にも感染者が多く発生すると予想されます。

このような事態に対応するため、国は、新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下

「特措法」という。）を平成２４年に制定しています。

２ これまでの経過

国は、平成１７年から「新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定して改定を行っ

てきていましたが、特措法制定に基づき平成２５年６月に「新型インフルエンザ等対策

政府行動計画（以下「政府行動計画」と言う。）を策定しました。その後策定から１０

年を経過したことにより、内容を抜本的に改正した、改訂版政府行動計画が令和６年７

月に公表されました。

道もこの改訂版政府行動計画を踏まえ、令和７年３月に内容を抜本的に改正した「北

海道新型インフルエンザ等対策行動計画（以下「道対策行動計画」と言う。）」を策定し

ました。

３ 月形町新型インフルエンザ等対策行動計画の改正

町は、特措法第８条の規定に基づき、平成２７年３月に「月形町新型インフルエンザ

等対策行動計画」を策定しておりますが、政府行動計画及び道対策行動計画が改定され

たことから、これまでの計画を大幅に改定した「第２次月形町新型インフルエンザ等対

策行動計画」を策定します。

●第２章 新型インフルエンザ等対策の目的及び基本的な考え方等

第１節 新型インフルエンザ等対策の目的及び基本的な戦略

病原性が高くまん延のおそれのある新型インフルエンザ等が発生すれば、町民の生命、

健康、生活及び社会経済活動にも大きな影響を与えかねません。新型インフルエンザ等

については、長期的には、町民の多くがり患するおそれがあるものですが、患者の発生

が一定の期間に偏ってしまった場合は、医療提供体制のキャパシティ（能力）を超えて

しまう可能性があるため、新型インフルエンザ等対策を月形町（以下「町」という。）

の危機管理に関わる重要な課題と位置付け、以下の２点を主たる目的として対策を講じ
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ていきます。

１ 感染拡大を可能な限り抑制し、町民の生命及び健康を保護する

（１）感染拡大を抑えて、流行のピークを遅らせ、医療提供体制の整備やワクチン製造

等の時間を確保する。

（２）流行のピーク時の患者数等をなるべく少なくして医療提供体制への負荷を軽減す

るとともに、医療提供体制の強化を図ることで、患者数等が医療提供体制のキャパ

シティを超えないようにすることにより、治療が必要な患者が適切な医療を受けら

れるようにする。

（３）適切な医療の提供により、重症者数や死亡者数を減らす。

２ 町民の生活及び社会経済活動に及ぼす影響を最小にする

（１）感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏まえた対策の切替えを円滑に行うこ

とにより、町民生活及び社会経済活動への影響を軽減する。

（２）町民生活及び社会経済の安定を確保する。

（３）地域での感染対策等により、欠勤者等の数を減らす。

（４）事業継続計画の作成や実施等により、医療の提供の業務又は町民生活及び社会経

済の安定に寄与する業務の維持に努める。

第２節 新型インフルエンザ等対策の基本的な考え方

新型インフルエンザ等対策は、発生の段階や状況の変化に応じて柔軟に対応してい

く必要があります。月形町新型インフルエンザ行動計画（以下、「町行動計画」という。）

は、特定の感染症や過去の事例のみを前提とするのではなく、新型インフルエンザや

新型コロナ等以外の新たな呼吸器感染症等が流行する可能性も想定しつつ、発生した

新型インフルエンザ等の特性を踏まえ、様々な状況で対応できるよう、対策の選択肢

を示すものとします。

国においては、科学的知見及び各国の対策も踏まえ、我が国の地理的な条件、大都

市への人口集中、少子高齢化、交通機関の発達度等の社会状況、医療提供体制、受診

行動の特徴等の国民性も考慮しつつ、各種対策を総合的かつ効果的に組み合わせてバ

ランスのとれた戦略を目指し、その上で、新型インフルエンザ等の発生前から流行状

況が収束するまでの状況に応じて、次の点を柱とする一連の流れを持った戦略を確立

することとしています。

道においては、国の基本的対処方針を受けて、北海道新型インフルエンザ等対策行

動計画（以下、「道行動計画」という。）を基に新型インフルエンザ等対策に係る政策
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決定を行うこととしており、町は、道の政策決定を踏まえつつ、町行動計画を基に必

要な新型インフルエンザ等対策を行うこととします。
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【新型インフルエンザ等対策の基本的な考え方】

【各時期の対応】

準
備
期

○ 発生前の段階では、ワクチン接種体制の整備、町及び企業における事業継

続計画等の策定、町民に対する啓発、DXの推進や人材育成、実践的な訓練の

実施による対応体制の定期的な点検や改善等、新型インフルエンザ等の発生

に備えた事前の準備を順次行っておくことが重要です。

初
動
期

○ 新型インフルエンザ等が国内外で発生又はその疑いがある段階では、直ち

に初動対応の体制に切り替えます。

対
応
期

○ 国内や道内の発生当初の封じ込めを念頭に対応する時期では、患者の入院

措置や抗インフルエンザウイルス薬等による治療、感染リスクのある者の外

出自粛、病原性に応じて、不要不急の外出の自粛要請や施設の使用制限等、

感染拡大のスピードをできる限り抑えることを目的とした各般の対策につい

て、国、又は道の方針に従って必要な対策を講じます。

○ 国内や道内で感染が拡大し、病原体の性状等に応じて対応する時期では、

町は、道、保健所設置市、国、事業者等と相互に連携して、医療提供体制の

確保や町民生活及び社会経済の維持のために最大限の努力を行う必要があり

ますが、社会の緊張が高まり、変化する状況に対策が必ずしも適合しなくな

ることも含め様々な事態が生じることが想定されます。したがって、社会の

状況を把握しながら、状況に応じて臨機応変に対処していくことが求められ

ます。

○ ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期では、科学的知見の集積、

検査体制や医療提供体制の整備、ワクチンや治療薬の普及等の状況の変化等

により、国や道の対応の変更に合わせ、適切なタイミングで、柔軟かつ機動

的に対策を切り替えます。

○ 最終的には、流行状況が収束し、特措法によらない基本的な感染症対策に

移行する時期を迎えます。

対策実施上の時期区分

準備期 初動期 対応期

国内外における新型イ

ンフルエンザ等の発生

の情報を探知するまで

国内外における新型インフ

ルエンザ等の発生の情報を

探知して以降、政府対策本部

が設置され、基本的対処方針

が実行されるまで

基本的対処方針が実行さ

れて以降
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第３節 新型インフルエンザ等対策実施上の留意事項

町、国、道又は指定地方公共機関は、新型インフルエンザ等の発生時やその準備段階

に、特措法その他の法令及びそれぞれの行動計画又は業務計画に基づき、相互に連携協

力し、新型インフルエンザ等対策の適確かつ迅速な実施に万全を期します。この場合に

おいては、以下の点に留意します。

１ 平時の備えの整理や拡充

感染症危機への対応には平時からの体制づくりが重要です。このため、以下の取組に

より、平時の備えの充実を進め、実践的な訓練により迅速な初動体制を確立することを

可能とするとともに、情報収集・共有、分析の基盤となる DX の推進等を行います。

（１）新型インフルエンザ等の発生時に行うべき対策の共有とその準備の整理

将来に必ず起こり得る新型インフルエンザ等の発生時に行うべき対策を関係者

間で共有しながら、その実施のために必要となる準備を行います。

（２）迅速な初動の体制整備

初動対応については、未知の感染症が発生した場合や新型インフルエンザ等が道

内で発生した場合も含め様々なシナリオを想定し、初発の感染事例を探知した後、

速やかに初動対応に動き出せるように体制整備を進めます。

（３）関係者や町民等への普及啓発と訓練等を通じた点検や改善

感染症危機は必ず起こり得るものであるとの認識を広く感染症対策に携わる関

係者や町民等に持ってもらうとともに、次の感染症危機への備えをより万全なもの

とするために、多様なシナリオや実施主体による訓練の実施等を通じて、平時の備

えについて点検や改善を行っていきます。

（４）ワクチンやリスクコミュニケーション等の備え

有事の際の速やかな対応が可能となるよう、ワクチン接種体制の構築やリスクコ

ミュニケーション（リスクの共有やリスクに関する情報交換）等について平時から

の取組を進めます。

（５）国や道との連携等のための DXの推進や人材育成等

国や道との連携の円滑化等を図るため、DX の推進や人材育成等の複数の対策項

目に共通する横断的な視点を念頭に取組を進めます。

２ 感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏まえた対策の切替え

対策にあたっては、バランスを踏まえた対策と適切な情報提供・共有により町民生活

及び社会経済活動への影響を軽減させるとともに、身体的、精神的及び社会的に健康で

あることを確保することが重要です。このため、町は、国及び道と連携して、以下の取

組により、感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏まえた対策の切替えを円滑に行

い、町民の生命及び健康の保護と生活及び社会経済活動に及ぼす影響が最小となるよう
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対策を講じます。

（１）状況の変化に基づく柔軟かつ機動的な対策の切替え

道は、科学的知見の集積による病原体の性状の把握、検査体制や医療提供体制の

整備、ワクチンや治療薬の普及等の状況の変化や社会経済等の状況に合わせて、適

切なタイミングで、柔軟かつ機動的に対策を切り替えることを基本として対応する

こととしており、町は、必要な協力を行います。

（２）町民の理解や協力を得るための情報提供・共有

町、国及び道における新型インフルエンザ等対策にあたっては、町民の理解や協

力が最も重要です。このため、平時から感染症や感染対策の基本的な知識を、学校

教育の現場をはじめ様々な場面を活用して普及し、こどもを含め様々な年代の町民

の理解を深めるための分かりやすい情報提供・共有が必要です。こうした取組を通

じ、可能な限り科学的根拠に基づいた情報提供・共有により、適切な判断や行動を

促せるようにします。特にまん延防止等重点措置や緊急事態措置等の強い行動制限

を伴う対策を講ずる場合には、対策の影響を受ける町民や事業者の状況も踏まえ、

対策の内容とその科学的根拠を分かりやすく発信し、説明します。

３ 基本的人権の尊重

町、国及び道は、新型インフルエンザ等対策の実施にあたり、基本的人権を尊重し、

特措法による要請や行動制限等の実施にあたって、町民の自由と権利に制限を加える場

合は、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものとし

ます1。

新型インフルエンザ等対策の実施にあたって、法令の根拠があることを前提として、

リスクコミュニケーションの観点からも、町民等に対して十分説明し、理解を得ること

を基本とします。

また、感染者やその家族、医療従事者等（福祉・介護従事者等を含む。）に対する誹謗

中傷等、感染症についての偏見・差別は、これらの方々への人権侵害であり、あっては

ならないものです。これらの偏見・差別は、患者の受診行動を妨げ、感染拡大の抑制を

遅らせる原因となる可能性があります。また、感染症に対応する医療従事者等の士気の

維持の観点等からも、防止すべき課題です。

さらに、新型インフルエンザ等対策の実施にあたっては、より影響を受けがちである

社会的弱者への配慮に留意します。感染症危機にあたっても町民の安心を確保し、新型

インフルエンザ等による社会の分断が生じないよう取り組みます。

1 特措法第 22条
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４ 関係機関相互の連携協力の確保

町対策本部2は、政府対策本部及び道対策本部3と相互に緊密な連携を図りつつ、新型

インフルエンザ等対策を総合的に推進します。

町は、必要がある場合には、新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うよう

道に要請します。道はその要請の趣旨を尊重し、必要がある場合には速やかに所要の総

合調整を行います4。

５ 高齢者施設や障がい者施設等の社会福祉施設等における対応

感染症危機における高齢者施設や障がい者施設等の社会福祉施設等において必要と

なる対応について、平時から施設関係者と共に検討し、有事に備えた準備を行います。

６ 感染症危機下の災害対応

町は、国及び道と連携し、感染症危機下の災害対応についても想定し、平時から防災

備蓄等を進め、町を中心に避難所施設の確保等を進めることや、道及び町において、自

宅療養者等の避難のための情報共有等の連携体制を整えること等を進めます。感染症危

機下で地震等の災害が発生した場合には、町は、国及び道と連携し、発生地域における

状況を適切に把握するとともに、町及び道は、必要に応じ、避難所における感染症対策

の強化や、自宅療養者等への情報共有、避難の支援等を速やかに行います。

７ 記録の作成や保存

町は、新型インフルエンザ等が発生し、町対策本部を立ち上げることとなった場合

は、新型インフルエンザ等対策の実施に係る記録を作成し、保存し、必要に応じて公表

します。

2 特措法第 34条

3 特措法第 24条第１項及び第 36条第２項

4 特措法第第 24条第１項及び第 36条第２項
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第４節 対策推進のための役割分担

１ 国の役割

国は、新型インフルエンザ等が発生した場合は、自ら新型インフルエンザ等対策を適

確かつ迅速に実施するとともに、地方公共団体及び指定（地方）公共機関が実施する対

策を支援することにより、国全体として万全の態勢を整備する責務を有します5。

また、国は、新型インフルエンザ等の発生前は、政府行動計画に基づき、準備期に位

置付けられた対策を着実に実施するとともに、定期的な訓練等により対策の点検及び改

善に努めます。

国は、新型インフルエンザ等の発生時に、政府対策本部で基本的対処方針を決定し、

対策を強力に推進します。

その際、国民や事業者等の理解や協力を得て対策を行うため、感染症や感染対策に関

する基本的な情報の提供・共有を行います。

２ 地方公共団体の役割

地方公共団体は、新型インフルエンザ等が発生した場合は、国が決定した基本的対処

方針に基づき、自らの区域に係る新型インフルエンザ等対策を適確かつ迅速に実施し、

その区域において関係機関が実施する対策を総合的に推進する責務を有します6。

【道】

道は、特措法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10
年法律第 114 号。以下「感染症法」という。）に基づく措置の実施主体としての中心的

な役割を担っており、国が決定した基本的対処方針に基づき、地域における医療提供

体制の確保やまん延防止に関し適確な判断と対応が求められます。

このため、平時において医療機関との間で病床確保、発熱外来、自宅療養者等への

医療の提供、後方支援又は医療人材の派遣に関する医療措置協定を締結し、医療提供

体制を整備することや、民間検査機関又は医療機関と平時に検査等措置協定を締結し、

検査体制を構築する等、医療提供体制、保健所、検査体制、宿泊療養等の対応能力に

ついて、計画的に準備を行います。これにより、感染症有事の際には、迅速に体制を

移行し、感染症対策を実行します。

【市町村】

市町村は、民に最も近い行政単位であり、住民に対するワクチンの接種や、住民の

生活支援、新型インフルエンザ等の発生時の要配慮者への支援に関し、国が決定した

基本的対処方針に基づき、適確に対策を実施することが求められます。対策の実施に

5 特措法第３条第１項

6 特措法第３条第４項
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あたっては、道や近隣の市町村と緊密な連携を図ります。

３ 医療機関の役割

新型インフルエンザ等による健康被害を最小限にとどめる観点から、医療機関は、新

型インフルエンザ等の発生前から、地域における医療提供体制の確保のため、道と医療

措置協定の締結、院内感染対策の研修や訓練の実施、個人防護具をはじめとした必要と

なる感染症対策物資等の確保等を推進することが求められます。また、新型インフルエ

ンザ等の患者の診療体制を含めた業務継続計画の策定及び連携協議会等を活用した地

域の関係機関との連携を進めることが重要です。

新型インフルエンザ等の発生時には、感染症医療及び通常医療の提供体制を確保する

ため、医療機関は、医療措置協定に基づき、道からの要請に応じて、病床確保、発熱外

来、自宅療養者等への医療の提供、後方支援又は医療人材の派遣を行います。

４ 登録事業者の役割

特措法第 28条に規定する特定接種の対象となる医療の提供の業務又は国民生活及び

国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者については、新型インフルエンザ等の発生

時においても最低限の国民生活を維持する観点から、それぞれの社会的使命を果たすこ

とができるよう、新型インフルエンザ等の発生前から、職場における感染対策の実施や

重要業務の事業継続等の準備を積極的に行うことが重要です。

新型インフルエンザ等の発生時には、その業務を継続的に実施するよう努めます7。

５ 一般の事業者の役割

事業者については、新型インフルエンザ等の発生時に備えて、職場における感染対策

を行うことが求められます。

町民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれのある新型インフルエンザ

等の発生時には、感染防止の観点から、一部の事業を縮小することが必要な場合も想定

されます。特に多数の者が集まる事業を行う者については、感染防止のための措置の徹

底が求められるため8、平時からマスクや消毒薬等の衛生用品の備蓄を行うように努め

る等、対策を行う必要があります。

６ 町民の役割

新型インフルエンザ等の発生前から、新型インフルエンザ等に関する情報や発生時に

とるべき行動等の対策に関する知識を得るとともに、平時からの健康管理に加え、基本

的な感染対策（換気、マスク着用等の咳エチケット、手洗い、人混みを避ける等）等の

7 特措法第４条第３項

8 特措法第４条第１項及び第２項
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個人レベルでの感染対策を実践するよう努めます。また、新型インフルエンザ等の発生

時に備えて、個人レベルにおいてもマスクや消毒薬等の衛生用品、食料品や生活必需品

等の備蓄を行うよう努めます。

新型インフルエンザ等の発生時には、発生の状況や予防接種等の実施されている対策

等についての情報を得て、感染拡大を抑えるための個人レベルでの対策を実施するよう

努めます9。

9 特措法第４条第１項


